
１
　
国
債
増
発
と
長
期
金
利
の
低
下

国
債
の
追
加
発
行
が
続
い
て
い
る
。
八
月
の
経
済
対
策
の
財
源
と
し
て
、
四
〇
年
物
の
国
債
が
四
〇
〇
〇
億
円
、
九
月
末
に
追
加

発
行
さ
れ
た
。
審
議
中
の
第
二
次
補
正
予
算
で
は
、
二
兆
七
五
〇
〇
億
円
の
国
債
追
加
発
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
四
〇
年
債
は
九

月
二
七
日
に
入
札
さ
れ
た
が
、
応
札
額
は
二
・
七
三
倍
で
、「
プ
ラ
ス
圏
の
利
回
り
を
確
保
で
き
る
た
め
生
保
な
ど
の
需
要
が
し
っ

か
り
集
ま
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
日
経
新
聞
九
月
二
八
日
）。
第
二
次
補
正
予
算
の
国
債
追
加
発
行
も
国
債
消
化
に
問
題
は

な
い
だ
ろ
う
。
他
方
、
長
期
金
利
の
動
向
を
み
る
と
、
日
銀
は
九
月
二
一
日
の
金
融
政
策
決
定
会
合
で
「
ゼ
ロ
％
程
度
」
に
誘
導
す

る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
後
じ
り
じ
り
と
マ
イ
ナ
ス
幅
を
拡
大
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
推
移
を
み
る
と
、
長
期
金
利
の
低
下
は
日
銀

の
金
融
政
策
が
全
て
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

国
債
増
発
下
で
長
期
金
利
の
低
下
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
不
思
議
な
現
象
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
一
九
九
八

年
か
ら
今
日
ま
で
、
継
続
一
貫
し
て
い
る
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
の
国
債
発
行
額
は
当
初
予
算
の
二
倍
と
な
り
国
債

依
存
度
は
四
〇
％
を
超
え
た
。
あ
の
時
か
ら
今
日
ま
で
、
国
債
増
発
と
長
期
金
利
の
低
下
が
継
続
し
て
い
る
。
こ
の
数
年
、
一
般
会

計
の
国
債
依
存
度
は
四
〇
％
を
割
っ
た
が
、
代
わ
っ
て
特
別
会
計
か
ら
財
投
債
と
い
う
名
の
国
債
が
増
発
さ
れ
、
国
債
膨
張
の
継
続

に
変
化
は
な
い
。
日
本
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
国
債
依
存
度
が
四
〇
％
を
超
え
る
の
は
明
治
の
初
め
と
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
二

回
だ
け
、
し
か
も
、
短
期
間
で
あ
っ
た
。
平
和
な
今
日
、
長
期
に
亘
っ
て
四
〇
％
を
超
え
る
こ
と
は
異
常
事
態
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
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金
融
の
歯
止
め
が
利
か
な
い
国
債
市
場
の
謎

中
島
　
将
隆



い
。国

債
増
発
が
継
続
す
れ
ば
、
や
が
て
長
期
金
利
は
上
昇
す
る
、
こ
れ
が
従
来
ま
で
の
常
識
で
あ
っ
た
。
国
債
増
発
が
続
け
ば
財
政

イ
ン
フ
レ
、
も
し
く
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ン
グ
ア
ウ
ト
が
発
生
す
る
、
こ
れ
が
通
説
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
の
展
開
を
み
る
と
、

国
債
は
全
額
が
市
中
消
化
さ
れ
、
更
に
、
長
期
金
利
は
一
貫
し
て
低
下
を
続
け
て
い
る
。
財
政
イ
ン
フ
レ
や
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ン
グ
ア
ウ

ト
は
発
生
し
て
い
な
い
。
今
日
の
国
債
市
場
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
や
通
説
が
全
く
通
用
し
な
い
市
場
と
な
っ
て
い
る
。
ま

さ
に
、
日
本
国
債
市
場
の
謎
、
で
あ
る
。

国
債
発
行
額
の
決
定
は
財
政
政
策
の
領
域
だ
が
、
国
債
消
化
は
金
融
市
場
の
制
約
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
、

国
債
に
対
す
る
金
融
市
場
の
制
約
が
機
能
せ
ず
、
金
融
の
歯
止
め
が
利
か
な
い
。
こ
れ
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
謎
を
解
く
手
が
か

り
は
金
融
市
場
の
変
化
で
あ
る
。
で
は
、
一
九
九
八
年
以
降
、
国
債
を
取
り
巻
く
金
融
市
場
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

２
　
資
金
不
足
か
ら
資
金
余
剰
に
変
化
し
た
民
間
非
金
融
法
人
部
門

（
１
）
民
間
非
金
融
法
人
部
門
の
資
金
余
剰

一
九
九
八
年
以
降
に
み
る
金
融
市
場
の
変
化
は
、
ま
ず
、
民
間
非
金
融
法
人
部
門
が
資
金
不
足
か
ら
資
金
余
剰
部
門
へ
変
化
し
た

こ
と
で
あ
る
。
図
表
１
で
み
る
よ
う
に
、
長
ら
く
の
間
、
法
人
企
業
は
最
大
の
資
金
不
足
部
門
で
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
の
中
頃

か
ら
一
般
政
府
の
資
金
不
足
が
法
人
企
業
を
上
回
り
、
一
九
九
八
年
か
ら
法
人
企
業
は
資
金
余
剰
部
門
へ
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
二

〇
〇
一
年
以
降
今
日
ま
で
、
法
人
企
業
の
資
金
余
剰
は
家
計
部
門
を
上
回
る
に
至
る
。
こ
の
間
、
家
計
部
門
の
資
金
余
剰
が
法
人
企

業
を
僅
か
に
上
回
る
年
度
も
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
度
の
法
人
企
業
の
資
金
余
剰
は
三
七
・
一
兆
円
と
な
り
、
家
計
部
門
の
〇
・

（38）



九
兆
円
を
大
き
く
上
回
る
こ
と
に
な
っ
た
（
日
銀
の
資
金
循
環
統

計
速
報
二
〇
一
六
年
第
２
四
半
期
）。

企
業
法
人
部
門
が
資
金
余
剰
に
変
化
し
た
理
由
は
二
つ
考
え
ら

れ
る
。
一
つ
は
、
日
本
経
済
が
高
度
経
済
成
長
か
ら
低
成
長
へ
移

行
し
、
潜
在
成
長
率
が
低
下
し
た
か
ら
で
あ
る
。
図
表
２
は
潜
在

成
長
率
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
を
み
る
と
、
一
九

九
〇
年
以
降
、
各
種
の
推
計
を
み
て
も
潜
在
成
長
率
は
低
下
を
続

け
、
一
九
九
八
年
か
ら
潜
在
成
長
率
は
ほ
ぼ
一
％
と
横
ば
い
に
な

っ
て
い
る
。
潜
在
成
長
率
が
低
下
し
た
の
は
、
高
度
経
済
成
長
期

の
よ
う
な
力
強
い
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
産
業
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
長
引
く
デ
フ
レ
に
よ
っ
て
投
資
不
足
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
図
表
３
は
非
金
融
法
人
企
業
の
設
備
投
資

の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
に
よ
る
と
、
一
九
九
八
年

ま
で
の
設
備
投
資
は
減
価
償
却
費
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
遥
か

に
上
回
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
八
年
以
降
、
設
備
投
資

は
減
価
償
却
費
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
り
、
キ
ャ
シ
ュ
フ
ロ
ー
以
下

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
と
は
減
価
償
却
費
、
そ

（39）

図表１　部門別資金過不足（1998年～2012年）

（出所）内閣府
http://www.cao.go.jp/zeicho/siryou/pdf/kikaku4kai4-3_14.pdf
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図表２　潜在成長率の推移
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図表３　設備投資の推移（金融保険業を除く）
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れ
と
当
期
純
利
益
か
ら
配
当
を
減
じ
た
額
を
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
以
降
の
設
備
投
資
は
外
部
資
金
に
よ
る
こ
と
な
く
、

当
期
の
利
益
さ
え
も
設
備
投
資
に
向
か
っ
て
い
な
い
。

設
備
投
資
が
伸
び
な
い
理
由
は
、
長
引
く
デ
フ
レ
が
根
本
理
由
で
あ
る
。
日
本
経
済
は
長
ら
く
の
間
、
緩
慢
だ
が
し
つ
こ
い
デ
フ

レ
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。
一
九
九
八
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
ま
で
の
物
価
下
落
は
累
計
で
四
％
、
年
率
に
し
て
僅
か
〇
・
三
％
で

あ
る
。
僅
か
で
あ
っ
て
も
デ
フ
レ
が
継
続
し
て
い
る
か
ら
、
デ
フ
レ
マ
イ
ン
ド
が
す
っ
か
り
定
着
し
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
一
三
年
度

か
ら
消
費
者
物
価
の
上
昇
は
始
ま
り
、
今
日
で
は
デ
フ
レ
と
は
言
え
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
物
価
上
昇
の
足
取
り
は
重
く
、
デ
フ

レ
脱
却
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
デ
フ
レ
マ
イ
ン
ド
が
続
く
限
り
、
設
備
投
資
は
停
滞
し
、
ケ
イ
ン
ズ
の
言
う
「
ア
ニ
マ
ル
ス
ピ
リ
ッ

ト
」
は
湧
い
て
こ
な
い
。
企
業
は
空
前
の
利
益
を
計
上
し
て
も
、
そ
の
利
益
は
企
業
内
部
に
蓄
積
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
く
て
法
人
企

業
は
資
金
不
足
か
ら
資
金
余
剰
部
門
へ
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
法
人
企
業
の
内
部
留
保
の
拡
大
と
資
金
調
達
の
変
化

金
融
市
場
の
第
二
の
変
化
は
、
法
人
企
業
の
内
部
留
保
が
増
大
し
て
資
金
調
達
方
式
が
変
化
し
た
こ
と
、
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
銀

行
行
動
が
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

図
表
４
を
み
る
と
、
一
九
九
八
年
以
降
、
法
人
企
業
の
内
部
留
保
が
拡
大
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
法
人
企
業
は
「
債
務
・
設
備
・
雇
用
の
三
つ
の
過
剰
」
を
解
消
す
る
こ
と
が
経
営
の
最
優
先
課
題
に
な
っ
た
。
銀

行
借
入
を
減
ら
し
留
保
利
益
を
増
や
し
て
財
務
の
健
全
性
を
高
め
る
よ
う
に
な
り
、
内
部
留
保
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

内
部
留
保
は
年
を
追
っ
て
増
加
し
て
い
る
が
、
財
務
省
「
法
人
企
業
統
計
」
に
よ
る
と
二
〇
一
四
年
度
の
内
部
留
保
は
過
去
最
高

に
な
っ
た
。
内
部
留
保
と
は
、
毎
年
の
留
保
利
益
が
積
み
重
な
っ
た
貸
借
対
照
表
の
「
利
益
剰
余
金
」
を
さ
す
。
留
保
利
益
と
は
企

（41）



業
利
益
か
ら
株
主
に
配
当
な
ど
を
支
払
い
最
後
に
残
っ
た
事
業
年
度
毎

に
発
生
す
る
フ
ロ
ー
の
概
念
で
あ
り
、
留
保
利
益
は
翌
期
の
貸
借
対
照

表
の
利
益
剰
余
金
に
計
上
さ
れ
る
。
内
部
留
保
と
は
利
益
剰
余
金
を
指

し
、
留
保
利
益
を
積
み
上
げ
た
ス
ト
ッ
ク
の
概
念
で
あ
る
（
大
和
総
研

「
内
部
留
保
の
解
剖
」
日
経
新
聞
二
〇
一
六
年
二
月
一
八
日
）。
二
〇
一

四
年
度
の
留
保
利
益
は
二
四
兆
円
、
利
益
剰
余
金
は
三
五
四
兆
円
、
い

ず
れ
も
過
去
最
高
で
あ
っ
た
。

内
部
留
保
の
拡
大
と
共
に
企
業
の
資
金
調
達
方
式
も
変
化
し
て
い

く
。
従
来
は
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
内
部
留
保

の
拡
大
と
と
も
に
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
は
減
少
し
、
自
己
資
本
比
率

は
上
昇
し
て
い
く
。
二
〇
〇
五
年
の
自
己
資
本
比
率
は
三
〇
％
超
で
あ

っ
た
が
、
二
〇
一
四
年
度
は
三
九
％
に
な
っ
た
。

二
〇
一
四
年
度
の
法
人
企
業
統
計
か
ら
非
金
融
法
人
企
業
の
資
金
調

達
を
み
る
と
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
が
三
三
一
兆
円
、
社
債
発
行
五

六
兆
円
、
株
式
発
行
に
よ
る
資
本
金
お
よ
び
資
本
剰
余
金
が
二
四
四
兆

円
、
内
部
留
保
が
三
五
四
兆
円
と
な
っ
て
い
る
（
大
和
総
研
「
内
部
留

保
の
解
剖
」
日
経
新
聞
二
〇
一
六
年
二
月
一
九
日
）。

デ
フ
レ
に
よ
っ
て
法
人
企
業
の
設
備
投
資
が
低
迷
し
、
加
え
て
企
業

（42）

図表４　拡大する内部留保
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の
内
部
留
保
が
高
ま
る
と
、
金
融
機
関
の
従
来
の
投
資
行

動
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
変
更
に
よ
っ
て
国
債

投
資
資
金
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

３
　
国
債
投
資
資
金
の
形
成
構
造

（
１
）
間
接
金
融
優
位
の
金
融
構
造
と
国
債
消
化
構
造

の
特
徴

日
本
の
金
融
構
造
は
銀
行
を
中
心
と
す
る
間
接
金
融
優

位
の
構
造
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
債
消
化
の
特
徴
は
金
融

機
関
中
心
の
消
化
構
造
と
な
る
。
間
接
金
融
構
造
優
位
の

下
で
は
、
国
債
市
中
消
化
余
力
は
金
融
機
関
の
資
金
力
に

依
存
し
て
い
る
。

図
表
５
で
国
債
消
化
構
造
の
特
徴
を
検
討
し
て
み
よ

う
。
国
債
の
圧
倒
的
部
分
は
金
融
機
関
に
よ
っ
て
消
化
さ

れ
て
い
る
。
海
外
部
門
は
増
加
し
た
と
は
い
え
一
〇
％
に

満
た
な
い
。
家
計
部
門
や
公
的
年
金
の
保
有
は
減
少
を
続

け
て
い
る
。
国
債
は
預
金
取
扱
機
関
と
保
険
・
年
金
基
金

に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

（43）

図表５　国債保有構造の特徴
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（出所）日銀資金循環統計　2016年第２四半期（速報）
http://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf



い
。
二
〇
一
三
年
以
降
、
日
銀
の
国
債
保
有
は
急
増
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
異
次
元
金
融
緩
和
政
策
に
よ
っ
て
年
間
八
〇
兆
円
増
と

な
る
よ
う
に
市
中
か
ら
国
債
を
購
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
銀
は
金
融
機
関
か
ら
国
債
を
購
入
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
債
は

金
融
機
関
に
よ
っ
て
引
受
消
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

国
債
投
資
資
金
は
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
、
こ
の
問
題
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
銀
行
や
生
保
等
の
国
債
投
資
に
向
か
う
資
金
は

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
と
同
じ
で
あ
る
。

（
２
）
国
債
投
資
資
金
形
成
の
第
一
段
階

国
債
は
主
と
し
て
銀
行
と
保
険
会
社
等
の
金
融
機
関
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
金
融
機
関
の
投
資
資
金
が
ど

の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
、
図
表
６
に
よ
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
間
、
国
内
銀
行
の
実
質
預
金
の
増
加
額
は
一
九
七
兆
円
、
生
命
保
険
会
社
の
運
用
資
産
増

加
額
は
一
八
六
兆
円
、
合
計
三
八
三
兆
円
に
達
す
る
。
預
金
の
源
泉
は
家
計
の
金
融
資
産
で
あ
り
、
加
え
て
法
人
企
業
の
遊
休
資
金

で
あ
る
。
ま
た
、
生
命
保
険
会
社
の
運
用
資
産
の
源
泉
は
家
計
の
金
融
資
産
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

家
計
金
融
資
産
の
増
加
額
は
、
こ
の
間
、
一
三
九
四
兆
円
か
ら
一
七
〇
六
兆
円
に
増
加
し
、
増
加
額
は
三
一
二
兆
円
で
あ
る
。
問

題
は
家
計
金
融
資
産
の
行
方
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
六
月
末
で
み
る
家
計
金
融
資
産
の
行
方
を
み
る
と
、
現
預
金
が
五
二
・
七
％
、

保
険
が
二
〇
・
八
％
、
合
計
で
七
三
・
五
％
に
達
す
る
（
日
銀
資
金
循
環
統
計
二
〇
一
六
年
第
２
四
半
期
速
報
値
）。
従
っ
て
、
現

預
金
と
保
険
が
家
計
の
金
融
資
産
の
圧
倒
的
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
大
雑
把
な
推
計
と
な
る
が
、
こ
の
間
、
預
金
と

保
険
に
向
か
っ
た
個
人
金
融
資
産
は
家
計
金
融
資
産
増
加
額
三
一
二
兆
円
と
七
三
・
五
％
の
積
、
お
よ
そ
二
三
〇
兆
円
と
推
計
で
き

る
。
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実
質
預
金
増
加
の
源
泉
は
家
計
部
門
に
加
え
て
、
も
う
一

つ
、
法
人
企
業
の
遊
休
資
金
で
あ
り
、
内
部
留
保
の
現
金
で

あ
る
。
二
〇
一
四
年
度
の
法
人
企
業
の
内
部
留
保
は
先
に
み

た
通
り
三
五
四
兆
円
だ
が
、
現
預
金
の
保
有
額
は
一
八
六
兆

円
だ
。
内
部
留
保
は
一
〇
年
前
と
比
べ
て
一
五
〇
兆
円
増
加

し
た
が
、
現
預
金
の
増
加
額
は
四
九
兆
円
と
な
る
（
大
和
総

研
「
内
部
留
保
の
解
剖
」
日
経
新
聞
二
〇
一
六
年
二
月
二
二

日
）。
こ
の
増
加
分
が
実
質
預
金
の
増
加
に
反
映
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

国
債
投
資
資
金
は
個
人
金
融
資
産
の
増
加
、
加
え
て
内
部

留
保
の
現
預
金
の
増
加
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
だ
が
、
金
融
機
関
の
資
金
形
成
は
国
債
投
資
資
金
形
成

の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
。
こ
こ
で

は
、
金
融
機
関
の
資
金
の
行
方
、
貸
出
に
つ
い
て
検
討
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
国
債
投
資
資
金
形
成
の
第
二
段
階

国
内
銀
行
や
生
命
保
険
の
貸
出
金
の
推
移
を
み
る
と
、
図

（45）

（注）１．日銀「金融経済統計月報」2016年８月号より作成
２．家計部門金融資産は年度、他は年末
３．単位以下、切捨て

2015

131

147

1,512

1,706

国内銀行主要勘定

2010 578

679

（参考）
国債

生命保険会社資産運用
運用資産計 貸付金

146 310 44

100 361 35

図表６　金融機関の資金形成と国債投資の推移
（単位：兆円）

2000 482 68 175 49 27 1,394
2001 486 66 178 47 31 1,418
2002 501 72 174 45 32 1,409
2003 511 93 173 43 33 1,452
2004 518 102 177 38 39 1,501
2005 526 96 186 37 43 1,580
2006 528 88 196 35 46 1,600
2007 545 80 204 34 48 1,508
2008 557 93 199 33 51 1,461
2009 569 120 308 48 125 1,500

実質預金 貸出金 国債 家計部門金融資産残高
463
448
431
413
404
408
415
417
436
428
420

475

2011 598 425 163 311 42 139 1,532
2012 613 433 161 328 40 146 1,597
2013 640 449 137 345 38 149 1,638
2014 660 461 126 359 37 149 1,716



表
６
で
み
る
よ
う
に
、
両
者
と
も
に
貸
出
金
は
横
ば
い
、

若
し
く
は
減
少
し
て
い
る
。
国
内
銀
行
を
み
る
と
二
〇

〇
〇
年
の
四
六
三
兆
円
、
二
〇
一
五
年
は
四
七
五
兆
円

と
横
ば
い
で
、
そ
の
間
、
二
〇
〇
四
年
に
は
四
〇
六
兆

円
と
減
少
し
て
い
る
。
生
命
保
険
会
社
は
二
〇
〇
〇
年

の
四
九
兆
円
か
ら
二
〇
一
五
年
に
は
三
五
兆
円
に
減
少

し
、
こ
の
間
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
減
少
し
て
い
る
。
実
質

預
金
や
運
用
資
産
は
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
貸
出
金
は
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
図
表
７
で

預
金
残
高
と
預
貸
率
の
推
移
を
み
る
と
、
一
九
九
八
年

を
起
点
に
し
て
預
貸
ギ
ャ
ッ
プ
が
拡
大
し
て
い
る
。

金
融
機
関
の
貸
出
金
が
減
少
し
た
の
は
、
先
に
検
討

し
た
通
り
、
潜
在
成
長
率
の
低
下
に
加
え
て
、
デ
フ
レ

の
継
続
に
よ
る
設
備
投
資
の
鈍
化
と
内
部
留
保
の
拡
大

に
起
因
し
て
い
た
。

で
は
、
金
融
機
関
の
資
金
は
何
れ
に
向
か
っ
た
の
か
。

国
債
投
資
で
あ
る
。
図
表
６
を
も
う
一
度
み
る
と
、
銀

行
の
国
債
投
資
は
二
〇
〇
〇
年
の
六
八
兆
円
か
ら
二
〇

（46）

図表７　預金貸出残高と預貸率の推移
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（出所）「国の債務管理の在り方に関する懇談会（第41回）」報告資料１　2016年４月26日
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/material/d2
0160426-1.pdf



一
二
年
に
は
一
六
一
兆
円
に
ま
で
拡
大
し
た
。
二
〇
一
三
年
か
ら
減
少
す
る
の
は
、
こ
の
時
点
か
ら
異
次
元
金
融
緩
和
政
策
に
よ
っ

て
銀
行
か
ら
国
債
を
吸
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
命
保
険
会
社
の
国
債
投
資
は
二
〇
〇
〇
年
の
二
七
兆
円
か
ら
二
〇

一
五
年
に
は
一
四
七
兆
円
と
な
り
、
こ
の
間
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
加
を
続
け
て
い
る
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
銀
行
預
金
や
生
保
の
運
用
資
産
の
増
加
と
対
照
的
に
貸
出
金
が
減
少
し
、
金
融
機
関
に
は
投
資
待
機

資
金
、
遊
休
資
金
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
貸
出
金
の
減
少
は
国
債
投
資
資
金
形
成
の
第
二
段
階
と
い
え
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
金
融

機
関
の
資
金
が
他
な
ら
ぬ
国
債
投
資
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

４
　
な
ぜ
銀
行
資
金
は
国
債
投
資
に
向
う
か
―
国
債
投
資
資
金
形
成
の
第
三
段
階
―

（
１
）
国
債
の
市
場
流
動
性
は
高
い

金
融
機
関
の
遊
休
資
金
が
国
債
投
資
に
向
か
っ
た
の
は
、
流
動
性
の
高
い
国
債
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、

巨
額
の
資
金
を
運
用
す
る
市
場
は
国
債
市
場
以
外
に
存
在
し
な
い
。

流
動
性
の
高
い
国
債
市
場
は
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
産
物
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
流
動
化
を
阻
止
し
て
き
た
国
債
発
行
方
式
や

税
制
度
な
ど
国
債
流
動
化
を
阻
止
し
て
い
た
制
度
的
枠
組
み
が
撤
廃
さ
れ
た
。
次
に
、
国
債
の
転
々
売
買
を
容
易
に
す
る
た
め
、
債

券
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
国
債
決
済
に
必
要
な
資
金
と
債
券
を
調
達
す
る
市
場
、
す
な
わ
ち
、
レ
ポ
市
場
が
整
備
さ
れ
た
。
国
債
増
発
と
同

時
に
現
先
市
場
が
整
備
さ
れ
、
国
債
の
カ
ラ
売
り
と
同
時
に
債
券
貸
借
市
場
が
創
設
さ
れ
、
リ
ー
リ
ン
グ
決
済
方
式
の
導
入
と
同
時

に
日
本
版
レ
ポ
市
場
が
創
設
さ
れ
た
。
更
に
、
決
済
リ
ス
ク
削
減
に
よ
っ
て
国
債
の
市
場
流
動
性
を
向
上
さ
せ
る
工
夫
が
凝
ら
さ
れ

た
。
決
済
リ
ス
ク
は
決
済
期
間
と
決
済
金
額
の
積
だ
か
ら
、
ま
ず
、
決
済
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
決
済
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
。
国

債
決
済
方
式
は
五
・
一
〇
日
決
済
か
ら
ロ
ー
リ
ン
グ
決
済
方
式
へ
、
国
債
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ト
取
引
は
Ｔ
＋
７
か
ら
Ｔ
＋
３
へ
、
Ｔ
＋
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３
か
ら
Ｔ
＋
２
へ
、
そ
し
て
二
〇
一
八
年
か
ら
Ｔ
＋
１
へ
の
移
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
決
済
金
額
を
圧
縮
す
る
た
め
国
債

清
算
機
関
が
創
設
さ
れ
た
。
国
債
清
算
機
関
は
発
展
解
消
し
て
日
本
ク
リ
ア
リ
ン
グ
機
構
と
な
り
、
ク
リ
ア
リ
ン
グ
機
構
は
国
債
決

済
の
最
重
要
な
要
と
な
っ
て
い
る
。
国
債
の
受
渡
は
日
銀
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
日
銀
ネ
ッ
ト
の
受
渡
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る

た
め
資
金
系
と
国
債
系
の
ド
ッ
キ
ン
グ
、
即
時
決
済
、
即
時
決
済
を
容
易
に
す
る
フ
ェ
イ
エ
ル
慣
行
と
日
中
当
座
貸
越
な
ど
の
整
備

が
行
わ
れ
た
。

金
融
機
関
の
遊
休
資
金
が
国
債
市
場
へ
向
か
う
の
は
、
ま
ず
、
市
場
流
動
性
の
高
い
国
債
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
市
場
は
レ
ポ
市
場
の
整
備
や
決
済
リ
ス
ク
削
減
の
工
夫
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
持
続
的
な
長
期
金
利
の
低
下

金
融
機
関
の
遊
休
資
金
が
国
債
投
資
へ
向
か
う
第
二
の
理
由
は
、
国
債
の
無
制
限
発
行
が
始
ま
る
一
九
九
八
年
以
降
、
長
期
金
利

が
一
貫
し
て
低
下
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
長
期
金
利
が
低
下
を
続
け
る
と
国
債
価
格
は
上
昇
し
、
保
有
国
債
に
は
含
み
益
が
発
生

す
る
。
国
債
投
資
は
単
に
国
債
利
子
だ
け
で
な
く
、
国
債
値
上
が
り
益
の
獲
得
と
い
う
誘
因
が
加
わ
る
。

長
期
金
利
の
低
下
は
、
ま
ず
、
日
銀
の
非
伝
統
的
金
融
政
策
に
起
因
す
る
。
デ
フ
レ
対
策
の
た
め
、
非
伝
統
的
金
融
緩
和
政
策
が

次
々
と
登
場
し
て
く
る
。
一
九
九
九
年
の
ゼ
ロ
金
利
政
策
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
量
的
金
融
緩
和
政
策
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
の
包
括
的

金
融
緩
和
政
策
、
次
々
と
登
場
し
て
く
る
非
伝
統
的
金
融
緩
和
政
策
に
よ
っ
て
長
期
金
利
は
低
下
を
続
け
て
い
っ
た
。
金
利
低
下
の

大
き
さ
を
測
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
量
的
金
融
緩
和
が
解
除
さ
れ
た
二
〇
〇
六
年
に
は
長
期
金
利
は
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
量
的
金
融
緩
和
政
策
は
長
期
金
利
の
引
下
に
有
効
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
〇
一
三
年
四
月
以
降
、
日
銀
は
異
次
元

金
融
緩
和
政
策
に
よ
っ
て
大
量
の
国
債
を
市
中
か
ら
買
い
取
る
こ
と
に
な
る
。
毎
年
の
国
債
発
行
額
に
相
当
す
る
国
債
買
入
に
よ
っ
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て
、
国
債
市
場
価
格
は
上
昇
し
て
長
期
金
利
は
急
速
に
低
下
を
続
け
て
い
る
。
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
政
策
の
導
入
、
そ
の
後
の
補

強
策
、
続
い
て
マ
イ
ナ
ス
金
利
付
き
量
的
・
質
的
金
融
政
策
、
九
月
二
一
日
に
決
定
さ
れ
た
長
短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融

緩
和
政
策
に
よ
っ
て
長
期
金
利
は
下
げ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
長
短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
政
策
で
は
「
オ

ー
バ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
型
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
に
よ
っ
て
金
融
緩
和
が
長
期
に
亘
っ
て
継
続
す
る
も
の
と
約
束
さ
れ
た
。

長
期
金
利
の
低
下
は
全
て
が
非
伝
統
的
金
融
政
策
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
利
子
率
（
中
立
金
利
）
は
、
長
期
的
に
は
潜
在

成
長
率
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、
潜
在
成
長
率
は
、
前
掲
図
表
２
で
み
た
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
低
下
を
続
け
て
い
た
。

従
っ
て
、
伝
統
的
金
融
政
策
で
あ
れ
非
伝
統
的
金
融
政
策
で
あ
れ
、
長
期
金
利
は
低
下
す
る
は
ず
で
あ
る
。
長
期
金
利
の
低
下
は
全

て
が
日
銀
に
金
融
緩
和
政
策
の
帰
結
で
は
な
い
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
デ
フ
レ
対
策
と
し
て
登
場
し
て
く
る
非
伝
統
的
金
融
緩
和
政
策
に
よ
っ
て
長
期
金
利
の
低
下
が
誘
導
さ
れ
、
金
融
機

関
の
遊
休
資
金
は
国
債
投
資
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

（
３
）
償
還
可
能
性
に
対
す
る
市
場
の
信
頼

国
債
の
市
場
流
動
性
が
高
く
て
も
、
ま
た
、
国
債
が
収
益
を
生
む
投
資
対
象
で
あ
っ
て
も
、
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
頼
が
無
け

れ
ば
金
融
機
関
の
資
金
が
国
債
投
資
に
向
か
う
こ
と
は
な
い
。
で
は
、
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
頼
と
は
何
か
。
国
債
と
は
政
府
の

借
金
で
あ
り
、
満
期
日
に
は
政
府
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ
る
債
務
証
書
で
あ
る
。
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
頼
と
は
、
こ
の
償
還
可
能

性
に
対
す
る
信
頼
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
、
国
債
の
償
還
可
能
性
は
何
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
か
。
国
債
は
租
税
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
債

の
償
還
可
能
性
は
担
税
力
に
依
存
し
て
い
る
。
担
税
力
と
は
租
税
負
担
能
力
で
あ
り
、
租
税
を
徴
収
す
る
能
力
で
あ
る
。
今
日
の
財
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政
状
況
を
み
る
と
、
償
還
の
可
能
性
を
疑
う
ほ
ど
に
政
府
債
務
残
高
が
膨
張
し
て
い
る
。
だ
が
、
い
よ
い
よ
と
な
れ
ば
消
費
税
を
引

上
げ
る
余
地
が
り
、
ま
た
、
財
政
危
機
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
社
会
保
障
の
国
民
負
担
率
を
再
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

財
政
危
機
下
に
あ
っ
て
も
租
税
負
担
能
力
が
残
さ
れ
、
ま
た
、
政
治
が
安
定
し
て
い
る
か
ら
租
税
徴
収
能
力
も
安
定
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
担
税
力
に
対
す
る
市
場
の
信
頼
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
金
融
機
関
は
資
金
を
国
債
投
資
に
充
当
し
て
い
る
。
金
融
機
関
の
国
債

投
資
は
、
国
債
に
対
す
る
信
頼
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

今
日
の
金
融
市
場
は
国
債
市
場
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
潤
沢
な
国
債
投
資
資
金
の
形
成
に
よ
っ
て
、
国
債
膨
張
の

金
融
的
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
金
融
の
歯
止
め
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
赤
字
国
債
の
六
〇
年

償
還
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
国
債
膨
張
を
抑
制
す
る
最
後
の
立
憲
的
制
約
も
無
効
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
で
は
国
債
膨
張
を
抑
制
す
る
立

憲
的
制
約
も
な
け
れ
ば
、
国
債
増
発
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
金
融
市
場
の
制
約
も
無
効
と
な
っ
て
い
る
。
財
政
規
律
こ
そ
が
最
後
の
砦
と

な
っ
て
い
る
。
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
頼
を
維
持
す
る
に
は
、
最
後
の
砦
を
死
守
す
る
以
外
に
残
さ
れ
た
道
は
な
い
の
だ
。
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